
令和７年10月
公共事業労務費調査

令和７年度労務費調査のポイント
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「公共事業労務費調査」は、公共工事工事費積算に使用する「公共工
事設計労務単価」の設定の基礎資料等を得るための調査です。

公共事業労務費調査の対象工事となった場合、発注者と元請企業と
の契約事項に調査の協力義務を負う旨を記載していますので協力を
お願いします。
※土木工事の場合は、土木工事共通仕様書に調査の協力義務につい
て規定しています。

調査対象工事

公共事業労務費調査ご協力のお願い

資料１



公共事業労務費調査のHPについて

以下の国土交通省ホームページに、調査票、手引き等が掲載されています。
本説明資料は対応する手引きのページを右上に表示していますので、詳細につきま
しては手引きをご参照ください。

・「労務費調査について」で検索
・国土交通省のＨＰトップページ

→

 

土地・不動産・建設業（ページ中央右部

｢

政策情報・分野別一覧
｣
内）

→労働・資材対策（ページ中央右部「建設業関係」内）
→公共事業労務費調査・公共工事設計労務単価について

・「https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk2_000006.html」
を入力して直接アクセス

国土交通省労務費調査のホームページの開き方
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本資料の構成

－本資料は以下の順で説明します －

公共事業労務費調査の概要

書面調査の実施について

棄却資料とならないために

オンライン調査の実施について

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk2_000006.html
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公共事業労務費調査の概要

－「公共事業労務費調査の概要」について説明します －

公共事業労務費調査
とは

調査対象労働者

調査対象期間

調査対象工事と
調査対象期間の関係

公共事業労務費調査の概要

公共事業労務費調査とは ４手引きのページ
を示します
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労務費調査は、労働基準法に基づく「賃金台帳」から調査票へ転記する
ことにより賃金の支払い実態を調べます。

１．調査票の作成
手引きを参照しながら、賃金台帳や作業日報等
から数字を転記して作成してください。

２．調査票及び確認資料の提出
作成した調査票に加えて、賃金台帳等の確認資
料の提出（または郵送）をお願いします。

３．調査票の審査
提出いただいた調査票を審査した後に疑義や修
正事項がある場合は電話で質問をさせていただ
きます。

調査対象企業にご協力いただくこと

公共事業労務費調査の流れ
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調査対象労働者

① 10 月の調査対象期間中に調査対象工事に従事

した労働者（下請企業が雇用した労働者も含みま

す）のうち、調査対象職種（51 職種）に該当する

労働者（10 月の賃金を調査します。）

② 10 月の調査対象期間中に調査対象工事に従事

せず、9 月の調査対象期間中に調査対象工事に従
事し、「職種一覧」のうち、＊印の38 職種に該当

する労働者（9 月の賃金を調査します。）

調査対象労働者の判断図

職種一覧

スタート

51職種に
該当

10月の調査

対象期間中

に調査対象

工事に従事

９月の調査

対象期間中

に調査対象

工事に従事

調査対象労働者

（10月の賃金を

調査します）

調査対象労働者

（９月の賃金を

調査します）

調査対象外

労働者

38職種に
該当する労働者

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

はい

はい

はい

はい

1４
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調査対象労働者
以下のいずれかに該当する労働者は調査対象外です。（詳細は手引きの
「3. 調査対象労働者」をご確認ください。）

調査対象職種（５１職種）に該当しない労働者
会社の役員
賃金と経費を分離できない労働者
現場技術者
工事に直接携わらない労働者
オペレーター付きクレーンリースの運転手
アスベストの除去作業に従事している労働者
外国人研修生・技能実習生
見習い・手元等（※）
年金等受給に伴い日当たり賃金を調整している労働者
本調査によらず、別途調査が行われている職種

16

※各職種の補助的業務を主に実施した場合は、技能の程度、作業内容に応じて
「普通作業員」「軽作業員」「トンネル作業員」に分類してください。
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調査対象期間

賃金締切日 賃金計算期間 賃金締切日 賃金計算期間 賃金締切日 賃金計算期間

10月1日 ９ 月２ 日～10月１ 日 10月11日 ９ 月12日～10月11日 10月21日 ９ 月22日～10月21日

10月2日 ９ 月３ 日～10月２ 日 10月12日 ９ 月13日～10月12日 10月22日 ９ 月23日～10月22日

10月3日 ９ 月４ 日～10月３ 日 10月13日 ９ 月14日～10月13日 10月23日 ９ 月24日～10月23日

10月4日 ９ 月５ 日～10月４ 日 10月14日 ９ 月15日～10月14日 10月24日 ９ 月25日～10月24日

10月5日 ９ 月６ 日～10月５ 日 10月15日 ９ 月16日～10月15日 10月25日 ９ 月26日～10月25日

10月6日 ９ 月７ 日～10月６ 日 10月16日 ９ 月17日～10月16日 10月26日 ９ 月27日～10月26日

10月7日 ９ 月８ 日～10月７ 日 10月17日 ９ 月18日～10月17日 10月27日 ９ 月28日～10月27日

10月8日 ９ 月９ 日～10月８ 日 10月18日 ９ 月19日～10月18日 10月28日 ９ 月29日～10月28日

10月9日 ９ 月10日～10月９ 日 10月19日 ９ 月20日～10月19日 10月29日 ９ 月30日～10月29日

10月10日 ９ 月11日～10月10日 10月20日 ９ 月21日～10月20日 10月30日 10月１ 日～10月30日

10月31日 10月１ 日～10月31日

調査対象月： 10月

 賃金締切日 賃金計算期間  賃金締切日 賃金計算期間  賃金締切日 賃金計算期間

9月1日 8月2日～9月1日 9月11日 8月12日～9月11日 9月21日 8月22日～9月21日

9月2日 8月3日～9月2日 9月12日 8月13日～9月12日 9月22日 8月23日～9月22日

9月3日 8月4日～9月3日 9月13日 8月14日～9月13日 9月23日 8月24日～9月23日

9月4日 8月5日～9月4日 9月14日 8月15日～9月14日 9月24日 8月25日～9月24日

9月5日 8月6日～9月5日 9月15日 8月16日～9月15日 9月25日 8月26日～9月25日

9月6日 8月7日～9月6日 9月16日 8月17日～9月16日 9月26日 8月27日～9月26日

9月7日 8月8日～9月7日 9月17日 8月18日～9月17日 9月27日 8月28日～9月27日

9月8日 8月9日～9月8日 9月18日 8月19日～9月18日 9月28日 8月29日～9月28日

9月9日 8月10日～9月9日 9月19日 8月20日～9月19日 9月29日 8月30日～9月29日

9月10日 8月11日～9月10日 9月20日 8月21日～9月20日 8月31日～9月30日

9月1日～9月30日
9月30日

調査対象月： 9月

調査対象期間は、調査対象月に調査対象企業で定めている賃金締切日のある賃金計算期間
（1か月間）で、下表に示す賃金計算期間のいずれかになります。

年間賞与等（臨時の給与）及び年間労働日数は、調査対象期間となる賃金計算期間だけでなく、令和６年
11月〜令和７年10月までの賃金計算期間（1年間）についても、調査票への記入が必要です。
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調査対象工事と調査対象期間の関係

調査対象期間内に調査対象工事に１日でも従事したら一か月分の賃金を記入します。

調査対象期間の1か月間に、調査対象工事以外の工事（民間発注工事や調査対象工事でない公共工
事）で得た賃金も含め、賃金計算期間全体（1か月間）の賃金、労働日数・時間等を下表を参考に
調査票に記入してください。
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就
労
工
事
の
別
と
調
査
票
に
記
入
す
る
賃
金
等

同一の労働者について複数の調査票に記入しないでください。

賃金計算期間に調査対象工事に全く従事していない労働者は調査の対象になりません。
調査対象工事に従事した期間の分のみを抜き出して記入しないでください。



調査対象工事と調査対象期間の関係

※複数工事に従事した労働者は、主に従事した調査対象工事の調査票に記入してください。
※従事する労働者が全て重複する場合は、片方の調査票にまとめて記入してください。

18

11

12

オンライン調査の実施について

オンライン調査について説明します。

オンライン調査の実
施について

書面調査、対面調査
を希望される場合

オンライン調査の実施について



オンライン調査の実施について

１．オンライン
調査の案内送付

２．案内内容の
連絡

３．調査票及び
確認資料の提出

４．オンライン
調査の実施

オンライン調査の手順

7

13

・対象企業名簿に記載されている元請企業及び下請企業に対して、発
注者よりオンライン調査の案内をメール送信します。

オンライン調査の実施について

１．オンライン
調査の案内送付

２．案内内容の
連絡

３．調査票及び
確認資料の提出

４．オンライン
調査の実施

１．対象工事
工事名、工事番号、工事ファイルID、パスワードが記載されてい
ます。

２．発注者情報
発注者名、発注機関番号が記載されています。

３．提出期日
必ず期日内の提出をお願いします。

４．提出先
オンラインシステムのURLが記載されています。

５．聞き取り調査の実施日
疑義や修正がある場合は審査日のいずれかの時間に電話でお問い
合わせさせていただきますが、疑義や修正がない場合は電話をし
ない場合もございます。

オンライン調査の案内に記載される重要事項オンライン調査の案内に記載される重要事項

オンライン調査の手順

7

発注機関

元請企業

調査協力依頼

一次下請企業

調査協力依頼

二次下請企業 一人親方

調
査
協
力
依
頼

・・・
14



オンライン調査の実施について

15

１．オンライン
調査の案内送付

２．案内内容の
連絡

３．調査票及び
確認資料の提出

４．オンライン
調査の実施

オンライン調査の案内には資料の提出先・提出期日及び聞き取り調査の実施日を記載しておりますので、
元請企業は、念のため、対象となっている全ての一次下請企業に連絡してください。
連絡を受けた一次下請企業はさらに下請企業がいる場合は同様の必要事項を迅速に連絡してください。

連絡

連絡

オンライン調査の手順（2.案内内容の連絡）

元請企業

一次下請企業A

一次下請企業B

二次下請企業C

二次下請企業D

二次下請企業E
連絡

7

オンライン調査の実施について
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１．オンライン
調査の案内送付

２．案内内容の
連絡

３．調査票及び
確認資料の提出

４．オンライン
調査の実施

各企業の担当者は期日までに、手引きP20「５ 調査票・確認資料」でお願いしている調査票及び確認
資料の電子データもしくは写しのコピーをオンラインシステムで提出してください。
提出方法は、オンラインシステムの取扱説明書をご参照ください。
※後日、電話にて調査票について質問をさせていただくことがありますので、必ず調査票のコピーを手

元に残しておいてください。

調査票 確認資料

オンライン調査の手順（3.調査票及び確認資料の提出）

（例）

原本等から作成したファイルを提出

確認資料調査票

7



オンライン調査の実施について

17

１．オンライン
調査の案内送付

２．案内内容の
連絡

３．調査票及び
確認資料の提出

４．オンライン
調査の実施

確認資料の提出の際には、「確認資料の氏名をイニシャルに変更しているか」を確認してください。

オンライン調査の手順（3.調査票及び確認資料の提出）

1

番
（N

・I

）
の
労
働
者

③確認資料

突き合わせ照合ができ
るよう、塗りつぶし後
に労働者の番号とイニ
シャルを記載

7

オンライン調査の実施について

18

１．オンライン
調査の案内送付

２．案内内容の
連絡

３．調査票及び
確認資料の提出

４．オンライン
調査の実施

調査票を審査の上、疑義や修正事項がある場合は、聞き取り調査の実施日に、各企業の担当者に電話で
聞き取りを行います。（疑義や修正がない場合は連絡をしない可能性もございます。）

オンライン調査の手順（4.オンライン調査の実施）

12
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オンライン調査の実施について

調査票１

資料が不足していると正確な審査ができず、再提出のお願いをさせていただくことになります。
資料をもれなく提出いただくことが調査にご協力いただく企業の皆様と調査職員の双方の負担軽減につながりますので、手引きを
ご確認いただき、提出漏れのないようお願いいたします。

提出資料

出勤簿（過去１年分）、年次有給休暇管理簿⑥就業規則、給与規定又は雇用契約書
(変形労働時間制を採用している場合は、労使
間の協定書、過去1年分の休日カレンダー) 

①
健康保険・年金保険被保険者報酬月額算定基礎届⑦

事業所の社会保険加入状況が確認できる資料⑧手当の内訳及び支給基準が明確になる資料
【手当の支給があった場合のみ】

②
免許証・資格証との写し⑨
見積書⑩賃金台帳、賃金日計表

※法定福利費控除額が確認できる資料
※調査月分
※臨時の給与を支給していた場合は上記に

加え支給月分

③
請負代金内訳書等の請負額における法定福利費の内訳が分かる資料⑪
在留資格が確認できる資料【外国人建設就労者又は特定技能外国人
が調査対象に含まれる場合のみ】

⑫

建設キャリアアップシステムに関する確認資料【建設キャリアアッ
プシステムに登録している場合のみ】

⑬退職金の支給が確認できる資料
【退職金の支給があった場合のみ】

④

一人親方に関する確認資料【一人親方の場合のみ】⑭作業日報（調査月分）⑤

確認資料2

提出前に手引き２ページのチェックリストを活用して漏れのないようにしてください。

2,20

必須賃金調査票様式－１
手当の支払いがある場合のみ各種手当内訳票様式－２
過去１年間に臨時の給与が支払われていない、かつ有給休暇の取得義務の対象とならない
場合は提出の必要なし

臨時の給与年計票様式－３

必須補足調査票様式－１－１

20

オンライン調査の実施について

賃金台帳の抜粋について3

提出資料

・調査月分であること
・法定福利費控除額が確認できる資料であること
・過去１年間に臨時の給与を支給していた場合は、過去1年間における臨時の給与支払額が確認でき
る資料（支払月分）

オンライン調査では対象となる労働者部分のみの抜粋で問題ありませんが、以下の３点の内容が必ず読
み取れるようにしてください。（P20〜23 「５ 調査票・確認資料」(２)-③）

対象となる労働者それぞれの分を抜粋してください。

21



・表紙（会社名が記載されている箇所）
・勤務（労働時間・休憩時間・休日が分かる箇所）
・休暇（有給休暇が分かる箇所）
・賃金（基本給、手当、割増賃金、給与の差引、実物給与、臨時の給与が分かる箇所）

21

オンライン調査の実施について

就業規則の抜粋について4

提出資料

就業規則については、P20〜23「５ 調査票・確認資料」(２)-①の説明欄に記載している以下の４か
所の抜粋で問題ありません。

雇用者が１０人未満であって、就業規則を定めていない場合は、労働時間
について定めているそれぞれの労働者の雇用契約書を提出してください。

20

書面調査、対面調査を希望される場合

22

11

・書面調査または対面調査を希望する企業が含まれる工事の元請企業に対
しては、オンライン調査の案内とあわせて書面調査または対面調査の案
内を送付しますので、希望する企業に連絡してください。
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書面調査の実施について

書面調査について説明します。

書面調査の実施
について

対面調査を希望
される場合

書面調査の実施について

書面調査の実施について

１．書面調査の
案内送付

２．案内内容の
連絡

３．調査票及び
確認資料の送付

４．書面調査の
実施

書面調査の手順

5

24



発注者より、元請企業に対して書面調査の案内の送付があります。
下請企業には直接送付されませんので、ご注意ください。

書面調査の実施について

１．書面調査の
案内送付

２．案内内容の
連絡

３．調査票及び
確認資料の送付

４．書面調査の
実施

１．対象工事
発注者名、工事名に加えて、資料の郵送時に必要になる「発注機
関番号」と「工事番号」が記載されています。

２．提出期日
必ず期日内の送付をお願いします。

３．提出先
工事の発注者ごとに提出先が異なりますので、提出先に間違いが
ないようにご注意ください。

４．聞き取り調査の実施日
疑義や修正がある場合は審査日のいずれかの時間に電話でお問い
合わせさせていただきますが、疑義や修正がない場合は電話をし
ない場合もございます。

書面調査の案内に記載される重要事項書面調査の案内に記載される重要事項

書面調査の手順

5,9

25

書面調査の実施について

26

１．書面調査の
案内送付

２．案内内容の
連絡

３．調査票及び
確認資料の送付

４．書面調査の
実施

書面調査の案内には資料の送付先・送付期日及び聞き取り調査の実施日を記載しておりますので、元請
企業は、対象となっている下請企業に連絡してください。
連絡を受けた下請企業はさらに下請企業がいる場合は同様の必要事項を迅速に連絡してください。

連絡

連絡

書面調査の手順（2.案内内容の連絡）

元請企業

一次下請企業A

一次下請企業B

二次下請企業C

二次下請企業D

二次下請企業E
連絡

5



書面調査の実施について

27

１．書面調査の
案内送付

２．案内内容の
連絡

３．調査票及び
確認資料の送付

４．書面調査の
実施

各企業の担当者は期日までに、手引きP20「５ 調査票・確認資料」でお願いしている調査票及び確認
資料のコピーを送付してください。
※後日、電話にて調査票について質問をさせていただくことがありますので、必ず調査票のコピーを手

元に残しておいてください。

調査票 確認資料

書面調査の手順（3.調査票及び確認資料の送付）

（例）

原本ではなく、必ずコピーで提出

確認資料調査票

9

書面調査の実施について

28

１．書面調査の
案内送付

２．案内内容の
連絡

３．調査票及び
確認資料の送付

４．書面調査の
実施

確認資料の提出の際には、「確認資料の氏名をイニシャルに変更しているか」、「確認資料をホチキス
等で綴じ、右肩に➀〜⑭の資料番号を記載しているか」を確認してください。

書面調査の手順（3.調査票及び確認資料の送付）

1

番
（N

・I

）
の
労
働
者

③確認資料ホチキス等で綴じる
資料番号を記載

突き合わせ照合ができ
るよう、塗りつぶし後
に労働者の番号とイニ
シャルを記載

11,24



書面調査の実施について

29

１．書面調査の
案内送付

２．案内内容の
連絡

３．調査票及び
確認資料の送付

４．書面調査の
実施

調査票を審査の上、疑義や修正事項がある場合は、聞き取り調査の実施日に、各企業の担当者に電話で
聞き取りを行います。（疑義や修正がない場合は連絡をしない可能性もございます。）

書面調査の手順（4.書面調査の実施）

12

書面調査の実施について

30

送付先１

書面調査の案内に送付先等が掲載されています。
（送付先は元請企業ではないのでご注意ください。）

送付方法2

原則として、簡易書留による郵送とします。
※複数工事に該当している場合は、１工事毎に封筒を分けて郵送してください。
（メールでの送付を希望する場合は、調査業務委託先の相談窓口に連絡して、対応の可否を確認して
ください）

発注機関番号、工事番号の記載について3

郵送の際は発注機関番号と工事番号を封筒に記載してください。

送付方法

封筒に貼り付ける
様式のサンプル

9



必須賃金調査票様式－１
手当の支払いがある場合のみ各種手当内訳票様式－２
過去１年間に臨時の給与が支払われていない、かつ有給休暇の取得義務の対象とならない
場合は提出の必要なし

臨時の給与年計票様式－３

必須補足調査票様式－１－１

31

書面調査の実施について

調査票（必ずA３で作成してください。）１

提出資料

確認資料（各資料ごとに綴じ、右肩に資料番号①〜⑭を記載してください。）2

2,20

31

資料が不足していると正確な審査ができず、再提出のお願いをさせていただくことになります。
資料をもれなく提出いただくことが調査にご協力いただく企業の皆様と調査職員の双方の負担軽減につながりますので、手引きを
ご確認いただき、提出漏れのないようお願いいたします。

出勤簿（過去１年分）、年次有給休暇管理簿⑥就業規則、給与規定又は雇用契約書
(変形労働時間制を採用している場合は、労使
間の協定書、過去1年分の休日カレンダー) 

①
健康保険・年金保険被保険者報酬月額算定基礎届⑦

事業所の社会保険加入状況が確認できる資料⑧手当の内訳及び支給基準が明確になる資料
【手当の支給があった場合のみ】

②
免許証・資格証との写し⑨
見積書⑩賃金台帳、賃金日計表

※法定福利費控除額が確認できる資料
※調査月分
※臨時の給与を支給していた場合は上記に

加え支給月分

③
請負代金内訳書等の請負額における法定福利費の内訳が分かる資料⑪
在留資格が確認できる資料【外国人建設就労者又は特定技能外国人
が調査対象に含まれる場合のみ】

⑫

建設キャリアアップシステムに関する確認資料【建設キャリアアッ
プシステムに登録している場合のみ】

⑬退職金の支給が確認できる資料
【退職金の支給があった場合のみ】

④

一人親方に関する確認資料【一人親方の場合のみ】⑭作業日報（調査月分）⑤

提出前に手引き２ページのチェックリストを活用して漏れのないようにしてください。

32

書面調査の実施について

賃金台帳の抜粋について3

提出資料

・調査月分であること
・法定福利費控除額が確認できる資料であること
・過去１年間に臨時の給与を支給していた場合は、過去1年間における臨時の給与支払額が確認でき
る資料（支払月分）

書面調査では対象となる労働者部分のみの抜粋で問題ありませんが、以下の３点の内容が必ず読み取れ
るようにしてください。（P20〜23 「５ 調査票・確認資料」(２)-③）

対象となる労働者それぞれの分を抜粋してください。

11,21



・表紙（会社名が記載されている箇所）
・勤務（労働時間・休憩時間・休日が分かる箇所）
・休暇（有給休暇が分かる箇所）
・賃金（基本給、手当、割増賃金、給与の差引、実物給与、臨時の給与が分かる箇所）

33

書面調査の実施について

就業規則の抜粋について4

提出資料

就業規則については、P20〜23「５ 調査票・確認資料」(２)-①の説明欄に記載している以下の４か
所の抜粋で問題ありません。

雇用者が１０人未満であって、就業規則を定めていない場合は、労働時間
について定めているそれぞれの労働者の雇用契約書を提出してください。

20

対面調査を希望される場合

34

12

・調査対象工事に対面調査への変更を希望した企業が含まれる場合は、調
査委託会社から、元請企業に対面調査の日時、場所等を案内します。

・元請企業は、対面調査への変更を希望した下請企業（２次以下や一人親
方も含む）に、対面調査の日時、場所等を連絡してください。



棄却資料とならないために

35

棄却資料とならないために

36

棄却資料とならないために

例年、多くの標本が、記入事項の根拠
資料の不足等が理由で棄却されていま
す。
折角ご協力いただいていることからも、
棄却標本をできる限り少なくしていき
たいと思っておりますので、ご協力を
お願いいたします。

３

国土交通省の労務費調査ホームページで、賃金台帳や就業規則等を整備
するための参考資料「有効回答の向上対策について」をご覧になれます。

・国土交通省のＨＰトップページ

→

 

土地・不動産・建設業（ページ中央右部

｢

政策情報・分野別一覧

｣

内）
→労働・資材対策（ページ中央右部「建設業関係」内）
→公共事業労務費調査・公共工事設計労務単価について

・「https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000217.html」

を入力して直接アクセス

有効回答の向上対策について

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000217.html


37

労働基準法では、所定労働時間は週40時間以内と定められています。
御社の就業規則や雇用契約書（雇入通知書・労働条件通知書）・変形労
働時間制のカレンダーは法定時間内になっていますか︖
なっていない場合、就業規則を変更し、労働基準監督署へ届け出てくだ
さい。

特に１０年以上更新していない就業規則は、現行の労働
基準法に準拠していない可能性があります。

就業規則等を確認してください1

棄却資料とならないために ３

棄却資料とならないために

38

書面調査での調査票提出時には、根拠資料
として諸資料の提出が必要です。
調査票の様式－１－１を印刷するとチェッ
クリストが印刷されるので、漏れのないよ
うご準備ください。（手引きP２にもチェッ
クリストを掲載しています）

本調査によって得られた個人情報は適切に
管理し、調査目的の範囲内で利用します。
法令等の規定に基づく場合や本人の同意が
ある場合など一定の例外にあたる場合を除
き、調査目的以外の目的に使用したり、第
三者に提供したりすることはありません。

調査表作成の根拠資料を用意してください2

2



おわりに

チェックリストのチェック事項をよくご確認のうえ、

必要な書類を漏れなく送付いただくようお願いいたします。

賃金実態を正確に反映した「公共工事設計労務単価」を決定するため、
正確なデータを提出されるよう、調査へのご理解とご協力を重ねてお願
い申し上げます。

39



 元請企業において、下請企業も含めて調査の対象・対象外の確認（手引き参照）
 元請企業において、下請企業も含めて調査方法の変更希望（［オンライン調査→書面調査・対面調査］または［書面

調査→対面調査］）を確認
 元請企業は、対象工事における下請を含む対象企業名簿を作成し、施工体系図と併せて以下の方法で提出

［オンライン調査対象工事の場合］オンラインシステムにてファイルをアップロード
［書面調査対象工事の場合］調査会社にメールまたはFAXで提出

①対象企業
名簿の提出
（元請企業→
調査会社）

10月1７日
まで

対面調査を希望した場合書面調査の場合オンライン調査の場合

 調査会社から電話で
連絡調整（対面調査の
場所や日時など）

 調査会社から原則郵送で送付
 案内に記載される重要事項
１）工事番号
２）書類提出期日
３）提出先
４）電話聞き取り調査の実施期間
５）提出書類一式

 調査会社から原則メールで送付
 案内に記載される重要事項
１）工事番号、工事ファイルID・パスワード
２）書類提出期日
３）提出先（オンラインシステムのURL）
４）電話聞き取り調査の実施期間
５）提出書類一式

②調査案内
の送付
（調査会社→
元請企業、下
請企業）

10月下旬
ごろ

１）調査票を作成（A3）
２）確認資料を準備
※各書類は対面調査時に
提出または提示

１）調査票を作成（A3）
２）確認資料の写し（コピー）を作成
３）確認資料の氏名を黒塗りし、各労働者

の番号とイニシャル（姓・名）を記載
４）確認資料ごとにホチキス等で綴じ、右

肩に資料番号（①～⑭）を記載
５）１工事ごとに封筒を分けて調査会社に

郵送（簡易書留）

１）調査票を作成
２）確認資料を準備
３）確認資料の氏名を黒塗りし、各労働者

の番号とイニシャル（姓・名）を記載
４）確認資料の写しのPDFを作成
５）オンラインシステムにて書類データを

アップロード

③調査票及
び確認資料
の提出
（元請企業、下
請企業→調査
会社）

11月10日
まで

 指定日時に対面による
審査を実施

 調査票を審査の上、疑義や修正事項が
ある場合は電話で聞き取りを行う

 調査票を審査の上、疑義や修正事項が
ある場合は、システム上で質疑のやりと
りを実施するほか、電話で聞き取りを
行う

④１次審査
（調査会社
元請企業、下
請企業）

11月上旬～
12月上旬

令和７年度 公共事業労務費調査の流れ

令和７年度 公共事業労務費調査 問合せ先の修正

問合せ先の修正

株式会社東京商工リサーチ鳥取支店（調査委託会社）
０８５７−２３−０８０５（担当：足立）
０８０−４９１７−０３５４（担当直通）

（１）提出書類及び
調査票の記入内容に
関すること

０５０−３１８６−７０４７（ヘルプデスク）
０５０−３１４７−０４９１（ヘルプデスク）
※国交省HPを参照ください

（２）オンラインシ
ステムの操作に関す
ること

鳥取県県土整備部技術企画課
０８５７−２６−７４１０（担当：椿）

（３）その他の問い
合わせ



軽 作 業 員普 通 作 業 員特 殊 作 業 員

平均単価
人
数

平均単価
人
数

平均単価
人
数

ーーーー１８，０００円５人
Ｘ

社

１２，０００円１人１５，０００円１人２１，０００円３人
Ｙ

社

１２，０００円１人１６，５００円２人２２，５００円２人
Ｚ

社

調査票記入のポイント！！
①職種を正しく分類しましょう

労務費調査では、職種の定義が作業内容等によって独自に
定められています。
会社で使用している名称にとらわれず定義に見合った職種
を選択してください。

〇労務費調査で定められた職種の定義
定 義職 種

①相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、主に軽機械を運転また
は操作する作業（掘削・運搬・敷均し等）を行うもの

②相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、各種作業について必
要とされる主体的業務を行うもの

特 殊
作 業 員

①普通の技能および肉体的条件を有し、主に人力による作業（掘削・運搬・
敷均し等）を行うもの

②普通の技能および肉体的条件を有し、各種作業について必要とされる補
助的業務を行うもの

普 通
作 業 員

①主に人力による軽易な作業（軽易な清掃・草むしり・小運搬等）を行うもの
②各種作業において主として人力による軽易な補助作業を行うもの

軽作業員

特殊作業員、鉄筋工、とび工等の「技能労働者」は、調査の定義上
「相当程度の技能を有す」、「主体的業務を行うもの」と定められて
います。

相当程度の技能を有していない・主体的業務を行っていない場合
は、普通作業員、軽作業員で計上してください。

誤って技能労働者に計上すると、設計労務単価を下げる原因とな
ります。

定義に記載された作業を行っただけでは技能労働者とはなりません

【職種の分類が労務単価に与える影響（例）】

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

Ｙ社では、相当程度の技能を有するＡ～Ｃ
の３人を「特殊作業員」、相当程度の技能
を有していないＤを「普通作業員」，軽易な
補助作業しか行っていないＥを「軽作業
員」で計上した

特殊作業員
２５，０００円

特殊作業員
２０，０００円

特殊作業員
１８，０００円

普通作業員
１５，０００円

軽作業員
１２，０００円

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

Ｘ社では、全員を社内で呼ばれている
「特殊作業員」として計上した

特殊作業員
２５，０００円

特殊作業員
２０，０００円

特殊作業員
１８，０００円

特殊作業員
１５，０００円

特殊作業員
１２，０００円

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

Ｚ社では、Ｃは主体的業務を行っていない
ことから「普通作業員」として計上した

特殊作業員
２５，０００円

特殊作業員
２０，０００円

普通作業員
１８，０００円

普通作業員
１５，０００円

軽作業員
１２，０００円

ＵＰ！！

※調査対象職種の定義については、国土交通省のＨＰを参照してください。

ＵＰ！！

ＵＰ！！

職種を正しく分類することは、適正な労務単価の設定につ
ながります

調査票記入のポイント！！
②所定労働時間を正確に記入しましょう

所定労働時間とは、就業規則などで定めている休憩時間を
除いた労働時間のことです。
実態に合った所定労働時間を記入することにより、適正な
設計労務単価の設定につながります。

労働基準法第３２条では、「休憩時間の除いて、週４０時間、１日８
時間を超えて労働させてはならない」となっています。

就業規則に定める所定労働時間が、法定の週４０時間以内である
ことの確認ができないと、調査票が棄却され、調査結果に反映され
ません。

就業規則に定める所定労働時間が、法定労働時間以内であること
の確認ができないと、調査票は無効標本として棄却されます。

【所定労働時間の見直しが労務単価に与える影響（例）】

所定労働時間を正確に記入することは、適正な労務単価の設
定につながります

〇所定労働時間の見直し

●所定労働時間を見直す場合は、就業規則を変更する必要があります。
※就業規則の変更は、労働基準監督署に届出が必要

●従業員が１０人未満の事務所の場合は、就業規則の作成の義務はあ
りませんが、労働者に対して労働条件を明示する必要があります。

労務費調査では、就業規則や労働条件を明示した雇用契約
書（雇入通知書、労働条件通知書も可）等を確認します

変 更 前 変 更 後

変 更 前 変 更 前

［所定労働時間 ８時間］ ［所定労働時間 ７時間］

所定労働時間は、法定労働時間
に合わせて週４０時間、１日８時間
としていた
始業時間：８：００
終業時間：１７：００
休憩時間：１２：００～１３：００

午前・午後の３０分の休憩を
反映し、週３５時間、１日７時間に
所定労働時間を見直した
始業時間：８：００
終業時間：１７：００
休憩時間：１０：００～１０：３０

１２：００～１３：００
１５：００～１５：３０

労働時間２時間

休憩時間１時間

労働時間２時間

休憩時間３０分

労働時間１時間３０分

労働時間４時間

労働時間４時間

休憩時間１時間

休憩時間３０分

労働時間１時間３０分

８：００

１２：００

１３：００

１７：００

８：００

１２：００

１３：００

１７：００

１０：００

１０：３０

１５：００

１５：３０

所定労働時間：８時間
１日当りの支払賃金：１５，０００円

労務単価
（１５，０００円÷８時間）×８時間

＝１５，０００円

所定労働時間：７時間
１日当りの支払賃金：１５，０００円

労務単価
（１５，０００円÷７時間）×８時間

＝１７，１４２円

○１日当りの支払賃金が、１５，０００円の作業員では・・・

ＵＰ！！



調査票記入のポイント！！
③手当・臨時の給与・実物給与も漏れなく記入しましょう

基本給以外の基準内手当、臨時の給与、実物給与も労務単
価の対象となりますので、漏れなく調査票に記入すること
で適正な設計労務単価の設定につながります。

・個人の車での通勤用に燃料を支給されている場合は対象
・個人の車でも、会社から現場までの移動に使用した費用は対象外
・会社の車での通勤用に燃料を支給されている場合は対象外
・食事や休憩時の飲み物の支給は対象（ただし、領収書等の支給の証拠が必要）
・残業時の食事の支給は対象外

実物給与の注意点

【各種手当等が労務単価に与える影響（例）】

手当・臨時の給与・実物給与を漏れなく記入することは、
適正な労務単価の設定につながります

〇設計労務単価の構成

設計労務単価 ＝ ＋①基本給相当額 ②基準内手当 ＋ ③臨時の給与 ＋ ④実物給与

所定労働時間内８時間当たり 所定労働日数１日当たり

賃金

基本となる
賃金

臨時の賃金等定期の賃金

割増賃金 諸手当 実物給与

基本給
出来高給

時間外割増賃金
休日割増賃金
深夜割増賃金

家族手当
通勤手当
都市手当
住宅手当 等

現場手当
技能手当
有給休暇手当
（日給制の場合）

精勤手当 等

突貫手当 等

休業手当 通勤用定期
の支給
食事の支給

等

賞与（ボーナス等）
その他の臨時の賃金

退職金

補助的手当 不就労時手当
任務・能力

就労奨励手当

①基本給相当額

②基準内手当 ④実物給与

③臨時の給与

所定内労働日数（時間）２０日（１４０時間）年間労働日数２４０日の労働者の場合

通勤手当として、月２万円支給した場合（基準内手当）

変 更 前
２０，０００円÷１４０時間×８時間＝１，１４２円（換算額）

労務単価として１，１４２円加算評価

ボーナスとして、６０万円支給した場合（臨時の給与）

変 更 前
６００，０００円÷２４０日＝２，５００円（換算額）

労務単価として２，５００円加算評価

出産手当として、５万円支給した場合（臨時の給与）

変 更 前
５０，０００円÷２４０日＝２０８円（換算額）

労務単価として２０８円加算評価

現場勤務の日、飲み物を１日２本支給した場合（実物給与）

変 更 前
１５０円×２本×１８日＝５，４００円
５，４００円÷２０日＝２７０円（換算額）

労務単価として２７０円加算評価

住宅の貸与を行ったが、個人負担も一部求めた場合（実物給与）

変 更 前（６０，０００円×１／３）－１０，０００円＝１０，０００円
１０，０００円÷２０日＝５００円（換算額）

労務単価として５００円加算評価

１ヶ月当り、住宅の貸与に実際にかかった費用（電気・ガス・水道料金も含む）が
６万円、そのうち個人負担を１万円求めた場合


